
函館市民生委員・児童委員活動費支給要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，函館市民生委員・児童委員(以下「民生委員」とい

う。)に対し，民生委員活動に必要な費用（以下「民生委員活動費」と

いう。）および民生委員法（昭和２３年法律第１９８号）の規定によ

り，民生委員で組織された協議会（以下「民生児童委員協議会」とい

う。）の会長および副会長に対し，その活動に必要な活動費（以下「正

副会長活動費」という。）を支給することについて必要な事項を定め

るものとする。 

（支給対象者） 

第２条 民生委員活動費の支給の対象となる者は，厚生労働大臣より委

嘱を受けた民生委員とし，正副会長活動費の支給の対象となる者は，

民生委員協議会の会長および副会長とする。 

（支給額等) 

第３条 支給額は別表のとおりとし，これを四半期の期間に相当する額

を基本として分割支給する。 

２ 当該年度途中において委嘱，解嘱等により，その在職期間が全期間

に満たない場合，在職した月数に応じて，支給する。ただし，同月に，

委嘱，解嘱等がある場合は，その月の在職日数が多い者に対し，支給

することとする。 

（支給方法） 

第４条 市長は，民生委員の指定する口座に口座振替の方法で支払うも

のとする。 

(その他) 

第５条 この要綱に定めるもののほか，必要な事項は，市長が別に定め

る。 

附 則 

１ この要綱は，平成２５年４月１日から施行し，平成２５年度の活動

費から適用する。 



附 則 

この要綱は，平成２８年１２月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は，令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は，令和４年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は，令和７年４月１日から施行する。 

 

 



別表（第３条関係）  

民生委員活動費  １人あたり年額     ８６，２０８円  

 

正副会長１人あたり 民生児童委員協議会 

９，６００円 

第１方面，第２方面，第３方面，第４方面， 

第５方面，第６方面，第７方面，第８方面， 

第９方面 

１１，０４０円 第１０方面，第１１方面 

１２，０００円 

第１２方面，第１３方面，第１６方面， 

第１９方面，第２０方面，第２１方面， 

第２２方面，第２３方面，第２５方面 

１２，４８０円 第１４方面，第１５方面，第２４方面 

１４，８８０円 第１８方面，第３０方面 

２５，４４０円 第１７方面 

４５，６００円 第２６方面 

４８，４８０円 第２９方面 

６８，６４０円 第２７方面 

７８，２４０円 第２８方面 

 


